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第２４期 軽井沢町農業委員会 第２４回 総会議事録 

 

発言者 内          容 

 

 

青木事務局長 

 

 

 

 

土屋会長代理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青木事務局長 

 

 

 

 

土屋会長代理 

 

（開会：１３時３０分） 

 

委員の皆様、ご苦労さまでございます。定刻になりましたので、第２４回総会を

始めたいと思います。最初に会長よりご挨拶をお願いいたしますが、本日、市村

会長が身内の方の葬儀出席の為欠席でございますので、土屋会長代理よりご挨拶

をお願いいたします。 

 

委員の皆様、本日はお集まりいただきありがとうございます。新型コロナウイル

ス感染状況は佐久管内は感染レベル３となっております。例年ですと６月は梅雨

の時期ですが、今年は本日、梅雨明け宣言がございました。昨年ほどの大きな 

梅雨前線の停滞はありませんでしたが、６月１９日の夕方には雹も降りました。

短時間でございましたので当町での被害は発生しておりませんが、今後は干ばつ

等による被害も予測され、日々天候に左右されながらも農作業に従事している皆

様の心中をお察しいたします。さて、ご承知のとおり農業委員と推進委員には地 

域のリーダーとして農地利用の最適化推進活動の役割がございます。毎月１０日

ほどの委員活動を行う方針が国から示されたことに伴い、皆様には日誌にその

日々の活動内容をご記載いただいておりますが、改めて地域の代表として、農地

を見守り、保全することにご尽力いただていることに感謝申し上げます。今国会

で、農地関連の法律改正が行われ、改正点としては主に２点ございます。農業者

が農業を実施する下限面積５０aが撤廃されること及び農地貸借の際に申請いた

だいている利用権も廃止となり、貸借は中間管理機構に統合されることとなりま

した。後ほど詳細については事務局より説明いたします。新型コロナも段階的に

行動制限が緩和されていることもあり、農業委員会の一体的な活動を再開させて

いきます。その最初の段階として来月、７月２９日の総会後に「音羽の森」にて

懇親会を開催しますので、皆様のご出席を賜り、相互の親睦を深めたい考えでご

ざいます。本日、岡沢補佐及び町側より佐藤係長がご出席いただいております。

後程、私からの JA 関係を含めてそれぞれの案件をご報告させていただきます。 

それでは第２４期軽井沢町農業委員会第２４回総会を開催いたします。 

 

ありがとうございました。それではまず議事進行を行う議長についてですが、軽

井沢町農業委員会会議規則第６条の規定により総会の議長は、会長が行なうこと

になっておりますが、さきほどの理由により本日の進行は会長代理が行うことに

なりますので、よろしくお願いします。 

 

規定により、私が議長を務めることになっておりますので、議事を進めさせてい 

ただきます。 
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青木事務局長 

 

 

 

 

土屋会長代理 

 

 

 

 

青木事務局長 

 

土屋会長代理 

 

 

委    員 

 

土屋会長代理 

 

 

 

青木事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局より、会議成立の報告をお願いします。 

 

農業委員総数１４名中、１１名の出席でございます。市村会長、坂本雄樹委員 

荒井龍介委員欠席の報告がございました。農地利用最適化推進委員７名中、７名 

全員の出席でございます。軽井沢町農業委員会会議規則第５条(在任する委員の 

過半数の出席)により、本総会が成立します事を報告します。 

 

次に、３の議事録署名人の選任についてですが、軽井沢町農業委員会 会議規則 

第１４条の規定により、議席番号３番の土屋哲委員と議席番号１３番の岩井正則 

委員の２名にお願いします。次に４の事業報告について、事務局より報告願いま 

す。 

 

「事業報告の説明」 

 

ありがとうございました。ただ今事務局より事業報告がございました。事業報告 

について、質問等はございませんか。 

 

なし 

 

無いようですので、次に５の会議事項に入ります。「農地法第４条第１項の規定

による許可後の計画変更申請について」を議題にします、 

事務局より説明願います。 

 

議案第１号番号１及びについて説明をいたします。 

次第６ページ、補足資料１ページから９ページ、をお願いします。 

   でございます。    につきましては、令和 年 月 日付け、長野県

指令 第佐農第 号の  で許可となっておりました、    の     に

伴う    でございます。        は  、補足資料６ページに記載

されている  で     の   を   しておりましたが、その  に  

  する  に  することとなりました。理由としては、    に  する

ことには  ございませんが、  である  を      も  して     

では  できない、  の  を  した  にしたいとのことです。   は、 

     、        に  のある、      、     です。 

  の所在地は、     、      、      、      とな

りまして、  で       でございます。場所でございますが、補足資料

４ページに位置図がございますが、                   を 

     ほど    した   となります。    でございますので     

は発生いたしません。 

町の用途地域区分は第      地域で、農地法による農地区分は、第 種農

地になります。 
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土屋会長代理 

 

 

委    員 

 

 

 

 

 

 

土屋会長代理 

 

委    員 

 

土屋会長代理 

 

 

 

委    員 

 

土屋会長代理 

 

 

委    員 

 

土屋会長代理 

 

 

 

 

青木事務局長 

 

 

 

 

 

 

農地転用の一般基準についての説明は計画変更のみでございますので省略いた

しますが、工期につきましては、令和 年 月から令和 年 月までとなります。 

 

ありがとうございました。ただ今事務局より説明がございましたが、議案第１号 

番号１について担当委員より説明願います。 

 

１２番の佐藤豊が説明をいたします。    に と依田委員、佐藤一之委員、 

  の    と   を   ました。    はさきほど事務局説明の通り

です。以前に可決された案件でございまして、前回の計画より  に  を   

してございます。今回の計画では      も  となっておりますが、   

の  からも特段問題ないと判断しております。皆様のご審議のほどよろしくお

願いいたします。 

 

ありがとうございました。依田委員、佐藤一之委員、補足説明はございますか。 

 

ありません。 

 

ありがとうございました。ただ今担当委員より説明がございましたが、先ほどの 

事務局よりの説明と併せて、議案第１号番号１についてご意見のある方はお願い 

します。 

 

なし 

 

よろしいでしょうか。ご意見がないようなので、議案第１号番号１につきまして 

採決を行います。賛成の方は挙手願います。 

 

挙手 

 

ありがとうございました。賛成全員ですので、議案第１号番号１を原案どおり可 

決いたしました。よって、議案第１号番号１は、許可相当として県知事に意見書

を送付します。次に、議案第２号番号１「農地法第４条第１項の規定による許可

申請について」を議題にします。事務局より説明願います。 

 

議案第２号番号１ついてご説明します。次第７ページ、補足資料１０ページから  

２２ページ、をお願いします。      でございます。     は    

           に  のある、        、    です。 

  の所在地は、     、    、      で、地目は 、  は 

   です。場所でございますが、補足資料 12 ページに位置図がございますが、 

    を     に   、     にございます、         

     より      ほど進んだ箇所になります。  は     や  
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土屋会長代理 

 

 

委    員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    に    おります。転用の目的ですが、   は  には    や 

   、    が  し、      でもあることは  を  される に 

は      となる為、      として   しました。内容は    

を      が      を   ので、     の      も  

 となり、       を       を     いたします。 

町の用途地域区分は第     地域で、農地法による農地区分は、第 種農地

になります。４条申請については、      は発生しません。それでは農地

転用の一般基準について説明させていただきます。ハンドブック４－２０ページ

になります。（農地法第５条第２項第３号）の  資力・信用については、    

が      、       が     、  が     となります。 

資金の調達方法ですが、     となり、    が  されてございます。 

利害関係につきまして、抵当権等は設定されておりません。敷地の  が  し

ている  を  する為、   より    が提出されております。 

次に（施行規則第５７条第１号）の申請地の利用の迅速性ですが、工事計画では

許可後から令和 年 月  日までが工事期間となっております。 

次に（施行規則第５７条第２号）他法令の許認可等については、該当ありません。

次に（施行規則第５７条第２号の２）行政庁との法定協議については、町の地域

整備課、環境課、上下水道課、農林振興係とは協議済みです。次に（施行規則第

５７条第３号）の       の       もございますが、計画図等を

見る限り問題ございません。次に（施行規則第５７条第４号）の申請地の計画面

積については、現地の状況や配置図を見る限り問題無いと思われます。 

次に（施行規則第５７条第５号）の土地の造成のみを目的としておりませんので、

問題ありません。次に（農地法第５条第２項第４号）の周辺の農地等に係る営農

条件への支障については、被害防除措置が提出されており、問題ありません。 

また、（農地法第５条第２項第５号）の一時転用ではありません。以上により議

案第２号番号１については許可できない場合に該当しません。 

 

ありがとうございました。ただ今事務局より説明がございましたが、議案第２号 

番号１について担当委員より説明願います。 

 

委員番号２番の依田美和子が説明をします。    私と井出推進委員、代理人 

である、                と   を行いました。申請者は 

    で    を  されております。申請地はさきほど事務局説明のと 

おりです。  は      、     や         、     

地に    おります。この      ですが、             

ルほど  なっていることや  を  いること、       が  され 

ている等により、      ございません。    は  、   を    

  ていましたが、  はしておりません。これからも  の  はないとのこ 

とです。今回、         を    ことになりました。     、 

  に    が入った     がありますが、こちは   が  しないよ 
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土屋会長代理 

 

委    員 

 

土屋会長代理 

 

 

委    員 

 

土屋会長代理 

 

 

委    員 

 

土屋会長代理 

 

 

 

 

 

青木事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

うに     ようです。               によりますが、 、 

  、    、            、    、          

などが  しているなどから  は   でしょうとのことです。    で 

他に  がないことを踏まえまして、井出推進委員と協議した結果、特に問題な 

いと判断します。皆様のご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

ありがとうございました。委員、補足説明はございますか。 

 

ありません。 

 

ただ今担当委員より説明がございましたが、先ほどの事務局よりの説明と併せ 

て、議案第２号番号１についてご意見のある方はお願いします。 

 

なし 

 

よろしいでしょうか。ご意見がないようなので、議案第２号番号１につきまして 

採決を行います。賛成の方は挙手願います。 

 

挙手 

 

ありがとうございました。賛成全員ですので、議案第２号番号１を原案どおり可 

決いたしました。よって、議案第２号番号１は、許可相当として県知事に意見書

を送付します。次に、議案第３号番号１「農地法第５条第１項の規定による許可

後の計画変更申請について」及び議案第４号番号１「農地法第５条第１項の規定 

による許可申請について」を議題にします。事務局より説明願います。 

 

議案第３号番号１「農地法第５条第１項の規定による許可後の計画変更申請につ

いて」及び議案第４号番号１「農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

て」をご説明します。 

次第８・９ページ、補足資料２３ページから３５ページ、をお願いします。 

   でございます。     、     は        に  のある 

   、  です。      は                 に住所

のある       、    。     でございまして、      、 

    が  になります。  の     は、     、    、   

  で、地目は  、   は    です。  でございますが、補足資料２

８ページに位置図がございますが、       の   の   を  し、 

    から        ほど進んだ箇所となります 

申請の経過をご説明します。       に記載の通り、     の    

  は、平成  年  月  日付、長野県指令  佐地農第 号   で住宅 

として農地法第５条許可を受けておりましたが、許可後に      が    
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土屋会長代理 

 

 

委    員 

 

 

 

 

 

 

 

 

土屋会長代理 

 

  となり、  で       を    為、    を  できなくなり 

ました。     の    も       を  のは     であるこ 

とや   で      が   の  を      があったことにより、 

この度、             を      なりました。なお、申請は 

      で        でございます。 

町の用途地域区分は第 種地域で、農地法による農地区分は、第 種農地になり

ます。    は     となります。それでは農地転用の一般基準について

説明させていただきます。ハンドブック４－２０ページになります。（農地法第

５条第２項第３号）の 資力・信用については、     が     となり

ます。資金の調達方法ですが、      となり、           と 

       が添付されてございます。 

利害関係につきまして、抵当権等は設定されておりません。次に（施行規則第５

７条第１号）の申請地の利用の迅速性ですが、工事計画では許可後から令和 年 

 月  日までが工事期間となっております。 

次に（施行規則第５７条第２号）他法令の許認可等については、該当ありません。

次に（施行規則第５７条第２号の２）行政庁との法定協議については、町の地域

整備課、環境課、上下水道課、農林振興係とは協議済みです。次に（施行規則第

５７条第３号）の         の        もございますが、計画

図等を見る限り問題ございません。次に（施行規則第５７条第４号）の申請地の

計画面積については、現地の状況や配置図を見る限り問題無いと思われます。 

次に（施行規則第５７条第５号）の土地の造成のみを目的としておりませんので、

問題ありません。次に（農地法第５条第２項第４号）の周辺の農地等に係る営農

条件への支障については、周囲には農地がない為、該当しません。また、（農地

法第５条第２項第５号）の一時転用ではありません。以上により議案第３号番号 

１及び議案第４号番号１については許可できない場合に該当しません。 

 

ありがとうございました。ただ今事務局より説明がございましたが、議案第３号 

番号１及び議案第４号番号１について担当委員より説明願います。 

 

推進の遠山が議案第３号番号１及び議案第４号番号１についてを説明いたしま

す。      に私と土屋会長代理と     で  で  を  ました。 

  はさきほど事務局説明のとおりです。申請地は     が   まして、 

   が     となっております。    に記載のとおり、     に 

          となりましたが、    のご     が     、 

    を     こととなりまして、今回のような申請に至りました。   

には  もございませんし、特に問題ないと判断いたします。皆様のご審議のほ

どよろしくお願いいたします 

 

ただ今担当委員より説明がございましたが、先ほどの事務局よりの説明と併せ 

て、議案第３号番号１及び議案第４号番号１についてご意見のある方はお願い 
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委    員 

 

土屋会長代理 

 

 

 

委    員 

 

土屋会長代理 

 

 

 

 

 

青木事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土屋会長代理 

 

 

 

 

 

 

 

 

委    員 

 

土屋会長代理 

 

します。 

 

なし 

 

よろしいでしょうか。（他にございませんでしょうか。） 

ご意見がないようなので、議案第３号番号１及び議案第４号番号１の採決を行い 

ます。賛成の方は挙手願います。 

 

 挙手 

 

ありがとうございました。賛成全員ですので、議案第３号番号１及び議案第４号 

番号１を原案どおり可決いたしました。よって、議案第３号番号１及び議案第４

号番号１は、許可相当として県知事に意見書を送付します。次に、議案第５号「軽

井沢町農用地利用集積計画について」を議題にします。事務局より説明をお願い

します。 

 

議案第５号「軽井沢町農用地利用集積計画について」説明します。次第 10 頁か 

ら 11 項、補足資料は、36 頁から 40 項をお願いします。 

軽井沢町長より、農業委員会長あてに、軽井沢町農用地利用集積計画について、

農業経営基盤強化促進法第１８条に基づき、農業委員会決定の依頼がございまし

たので、審議をお願いいたします。7 月の公告分でございますが、再設定が、２

件、２筆、面積は、3,650 ㎡、内訳は、田が 1,619 ㎡、畑 2，031 ㎡です。新規

が７件、9 筆、面積は、16，718 ㎡、内訳は、田が 3,039 ㎡、畑が 13，679 ㎡で

す。集積計画及び申請書につきましては補足資料のとおりですので、確認をお願

いいたします。同法の第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。 

以上、ご審議をお願いいたします。 

 

ありがとうございました。審議の前にお知らせいたします。議案第 5 号について

は、農業委員会に関する法律第３１条の議事参与の制限に当りますので、議席番

号２番の依田委員と中里推進委員が退席となります。 

  （依田委員、中里推進委員退席） 

農業委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項につ

いては、その議事に参与することができない事になっています。それでは、議案

第 5 号、軽井沢町農用地利用集積計画の 7 月公告分について、ご意見のある方は

お願いします。 

 

なし 

 

よろしいでしょうか。 
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委  員 

 

土屋会長代理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委  員 

 

土屋会長代理 

 

岡沢補佐 

 

土屋会長代理 

 

 

委  員 

 

土屋会長代理 

 

 

佐藤農林振興係

長 

 

土屋会長代理 

 

 

委  員  

 

青木事務局長 

 

 

 

なし 

 

ご意見がございませんので、農用地利用集積設定につきまして、原案どおり決定

いたします。よって、議案第 5 号軽井沢町農用地利用集積計画 7 月公告分につい

て、軽井沢町長へ、決定意見を送付します。依田委員と中里推進委員の復席を 

認めます。 

      （依田委員、 中里推進委員復席後） 

依田委員、中里推進委員に申し上げます。農用地利用集積設定について、決定し

ましたので、お知らせします。６、のその他事項に進みます。（１） 

の JA関係については私からご報告いたします。 

「別紙説明」 

JA 関係の報告で何かお聞きしたいことはござい 

ますでしょうか。 

 

なし 

 

なければ次に（２）支援センター関係について岡沢補佐よりお願いいたします。 

 

「別紙説明」 

 

ただいまの岡沢補佐からの説明で何かお聞きしたいようなことはございますで

しょうか。 

 

なし 

 

なければ次に（３）町関係について佐藤農林振興係長お願いいたします。 

 

 

「別紙、パイプハウスの構造強化対策説明」 

 

 

ただいまの町側からの説明で何かお聞きしたいようなことはございますでしょ

うか。 

 

なし 

 

なければ次に（４）の農業委員会事務局関係について、事務局より説明願います。 

 

次第 10 ページをお願いします。 「行事日程等説明する。」 
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土屋会長代理 

 

委  員 

 

土屋会長代理 

 

委  員 

 

 

 

 

 

 

 

議  長   ただ今の説明につきま ただ今の説明で何かご質問等ございますでしょうか。 

すか。 

なし 

 

 その他、全体を通して何かございますか。 

 

発言の後 

 

それでは、第２４期軽井沢町農業委員会第２４回総会を閉会といたします。 

大変お疲れ様でした。 

 

 

閉会 １４時５２分 

 


